
 

令 和 ２ 年 ３ 月 ６ 日 

生活支援部医療保険課 

 

新たな収納方法の導入について 

 

１ 導入内容 

(1) 新たな納付方法 

スマートフォンアプリ「ＬＩＮＥ」による「ＬＩＮＥ Ｐａ

ｙ請求書支払い」 

(2) 納付可能科目 

特別区民税・都民税（普通徴収）、軽自動車税（種別割）、国

民健康保険料 

(3) 利用料 

無料（通信料は納付者負担） 

 (4) 導入目的 

   キャッシュレス決済の拡大により、新たにスマートフォン決

済利用者が増加している。この機会を捉えて、住民の利便性向

上を図り、更なる納期内の自主納付を推進するため、税及び国

民健康保険料の納付方法として、現状の収納システムで支払い

が可能なスマートフォン決済を導入する。 

 

２ 期待できる効果 

(1) 都合の良い場所・タイミングで支払いが完了し、現金引き出

しの手間や窓口等に出向く時間を省くことができる。 

(2) 知名度の高いスマートフォン決済を導入することで、特に若

年層の利便性の向上を図る。 

 

３ 経費 

公金収納基本料（消費税抜き）  ＠15,000 円 /月 

収納情報手数料（消費税抜き）  ＠57 円/件 

 

４ 利用開始（予定） 

 (1) 特別区民税・都民税（普通徴収）等  令和２年５月１日 

 (2) 国民健康保険料           令和２年６月１日 
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